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米沢市公告第８号 

入 札 公 告 
 

 

下記業務について、条件付き一般競争入札（事前審査型）を実施するので、地方自治

法施行令第１６７条の６の規定に基づき公告します。 

 

 

令和７年４月１５日 

 

米沢市長  近 藤 洋 介 

 

 

１ 業務の概要 
 
(1) 業 務 名  米沢市立南成中学校スクールバス運行業務委託 
 
(2) 履行場所  米沢市立南成中学校区内 
 
(3) 契約期間  契約の日から令和１３年３月３１日まで 
 
(4) 履行期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
 
(5) 業務内容  別紙仕様書のとおり 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 
 
(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下、「令」という。）第１６７条

の４の規定に該当しない者であること。 
 
(2) 米沢市契約規則（昭和５３年米沢市規則第５号。以下、「契約規則」という。）第

２３条第２項に基づき、令和５・６・７年度指名競争入札参加者登録簿に登録され

た者であること。 
 
(3) 米沢市内に本店又は、営業所を有すること。 
 
(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の

申立てが行われたもの又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規

定による再生手続開始の申立が行われたものでないこと。 
 
(5) 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づ

く清算の開始、又は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条

の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 
 
(6) 米沢市競争入札参加資格者指名停止規程（平成６年米沢市告示第６６号）に基づ

く指名停止期間中でないこと。 
 
(7) 米沢市暴力団排除条例（平成２４年米沢市条例第１号）第２条に規定する暴力団、

暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 
 
(8) 入札公告日から過去５年間において、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

１条に該当する学校の児童生徒の輸送に係る運行業務を受託している者であるこ

と。 
※学校教育法第 1 条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 
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３ 入札参加願書等の受付場所及び期間 
 
(1) 受付場所 

米沢市金池三丁目１番１４号 置賜総合文化センター４階 

米沢市教育委員会 教育指導部 学校教育課 

なお、当該一般競争入札参加願書等の用紙は、上記受付場所において配布する。 

※本市ホームページからダウンロードできます。（掲載ページは下記のとおり） 

  ホーム＞分類から探す＞仕事・産業＞入札・契約＞【入札公告】米沢市立南

成中学校スクールバス運行業務委託 
 

(2) 受付期間 

令和７年４月１６日（水）から令和７年４月３０日（水）までとし、土曜日、

日曜日及び祝日を除き、午前９時から正午までと午後１時から午後４時までと

する。 

 

４ 条件付き一般競争入札参加願書等の提出書類 
 
(1) 一般競争入札参加願書（契約規則様式第２号 第１６条関係） 
 
(2) 業務経歴書（別添様式第１号） 

  

５ 入札参加者及び非入札参加者の通知 
 

一般競争入札参加願書の提出者に対しては、入札参加資格の有無について競争入

札参加資格確認通知書（別添様式第２号又は第３号）を送付する。 

（令和７年５月２日（金）発送） 

 

６ 仕様書を示す場所及び日時等 
 
(1) 場  所 米沢市金池三丁目１番１４号 置賜総合文化センター４階 

米沢市教育委員会 教育指導部 学校教育課 

又は、米沢市ホームページ掲載 
 
(2) 日  時 令和７年４月１６日(水)から令和７年５月１３日（火）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除き、午前９時から正午までと午後１時

から午後４時までとする。） 

 

７ 仕様書等に関する質問書の送信先及び期限 
 
(1) 送 信 先 米沢市教育委員会 教育指導部 学校教育課 

（Fax番号 0238－21－6925） 
 
(2) 送信期限 令和７年４月２２日（火） 正午まで 
 
(3) 回答日時 令和７年４月２８日（月） 午後５時まで 

 

８ 入札執行の場所及び日時 
 
(1) 場  所 米沢市金池三丁目１番１４号 置賜総合文化センター４階 

        教育委員室 
 
(2) 日  時 令和７年５月１４日（水） 午前１０時 
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９ 入札保証金及び契約保証金 
 
(1) 入札保証金は免除する。 
 
(2) 契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付すること。 

ただし、契約規則第５条第３項第１号又は第３号の規定に該当する場合（下記①

又は②）は免除する。 

① 契約者が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し

たとき。 

② 競争入札に付する場合において、令第１６７条の５及び第１６７条の１１に規

定する資格を有する者で、過去２年の間に国（公社及び公団を含む。）又は地方

公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、こ

れらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと

認められるとき。 
 

 (3) 契約保証金の納付期日 

    落札（契約）決定日の翌日から５日以内とする。 

     

10 入札方法等 
 
(1) 電報による入札は認めない。 
 
(2) 郵送による入札は認めない。 
 
(3) 入札に参加する者は、入札に先立ち、入札参加資格があると認められた旨の通知

書（入札参加資格確認通知書）又はその写しを提示すること。 
 
(4) 入札書（入札書(契約規則様式第３号)に所要の事項を記載し、記名押印のうえ、

入札者の社名等を記した封筒に入れる。）を入札箱に投入するものとする。 

  ※入札書(契約規則様式第３号)は本市ホームページからダウンロード可能。 
 
(5) 入札の回数は２回までとし、２回目の入札で落札しない場合は直ちに随意契約と

し見積合わせを行うこととする。なお、見積合わせでも決定しない場合は不調とし

て入札を終了する。 
 
(6) その他については、本市の米沢市業務委託契約約款を熟読のこと。 

    ※本市ホームページからダウンロード可能。（掲載ページは下記のとおり） 

    ホーム＞分類から探す＞仕事・産業＞入札・契約＞物品納入及び役務＞入札・

契約関係様式（物品納入等及び役務提供等） 

 

11 その他 
 

問い合わせ先 

米沢市教育委員会 教育指導部 学校教育課 

    適正規模・適正配置推進担当 

電話 0238-22-5111 （内線 7302） 
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